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○第２期子どもの権利委員会においては、区長より下記の諮問を受け、調査・検討を進めて
おり、その中で特定のテーマに絞って審議をしていただくよう、「子どもの居場所」をテー
マとしたところである。

【中野区子どもの権利に関する条例より抜粋】

（中野区子どもの権利委員会の設置）
第22条 推進計画および子どもに関する取組を検証するため、区長の附属機関として、中野区子どもの権利
委員会（以下「権利委員会」といいます。）を置きます。
２ 権利委員会は、区長の求めに応じ、次に定めることについて調査や検討を行い、意見を述べます。
(1) 子どもの権利の保障の状況に関すること。
(2) 推進計画および子どもに関する取組の検証、改善等の提言に関すること。
(3) その他区長が必要と認めること。

３ 権利委員会は、前項各号に定めることに関し、必要があると認めるときは、区長に意見を述べることができ
ます。

【中野区子どもの権利に関する条例施行規則より抜粋】

（権利委員会の庶務）
第７条 権利委員会の庶務は、子ども教育部において処理します。

○子どもの権利委員会の所管は子ども教育部（区長部局）であり、区長の諮問に基づき調
査や検討を行い、区長に意見を述べることができるとしている。

【諮問事項 区長からの諮問文より】
１ 諮問事項
(1)子どもの権利の保障の状況に関すること
(2)子どもに関する取組を推進するための基本となる計画及び子どもに関する取組の検証、改善等の提言

に関すること

【参考】子どもの権利委員会の役割、諮問事項



■第6回権利委員会での確認事項
(1) 令和８年５月末の任期までの間、引き続き「子どもの居場所」をテーマとして審議を行う。（残り５回開催予定）
(2) ７月に実施する第7回委員会においては、「中野区子ども総合計画令和６年度実績の評価・検証」、

「令和６年度中野区子どもの権利救済委員（子どもオンブズマン）活動報告」を議事とする。
(3) 子どもの意見聴取にかかる活動として、１１月１日（土）に行われる子どもの権利の日フォーラムにおいて、

ティーンズ会議メンバーとの意見交換を行うような内容で、権利委員会を開催する。

今後の権利委員会の進め方

議事（予定）日時

・中野区子ども総合計画令和６年度事業実績の評価・検証
・令和６年度中野区子どもオンブズマン活動報告
・子どもの居場所に関する審議

令和7年7月29日（火）
１９～２１時

第７回

・第9回権利委員会開催内容の確認
・答申たたき（前半部分の案）の確認
・子どもの居場所に関する審議

令和7年9月4日（木）
１９～２１時

第8回

・子どもの権利の日フォーラムにおいて、ティーンズ会議メンバーや一般
参加からの意見聴取・意見交換

令和7年11月1日（土）
※日中（午後）の開催を予定

第9回

・意見聴取結果等のまとめ
・答申たたきの確認

令和７年12月～令和８年２月
１９～２１時（予定）

第10回

・答申案の確認
令和８年4月

１９～２１時（予定）
第11回

・区長への答申提出令和８年5月末

■第２期子どもの権利委員会 今後のスケジュール（案）


